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第 6章

中東欧諸国の現金給付制度
―子ども手当と最低生活保障給付を軸に―

仙 石　学

はじめに

　本章は，社会主義体制が解体した後の中東欧諸国，とくにそのなかでも，

歴史的な経緯や外部環境の制約などで共通する側面が多くみられるヴィシェ

グラード 4カ国（チェコ，ハンガリー，ポーランド，およびスロヴァキア）の現

金給付制度に焦点を当てて⑴，同じ社会主義型の福祉枠組みを有していた諸

国のあいだで⑵，体制転換の後に異なる制度が導入された理由を検討するこ

とを目的とする。ただその際に本章では，「言説」もしくは「アイディア」

を軸とした分析を行う他の章とは異なり，先に中東欧諸国における現在の現

金給付制度の相違は従来から福祉政治分析に用いられている「利益」の視点，

とくに各国における政党政治のパターンの違いから説明することが可能であ

ることを示したうえで，つぎに「言説」の視点からみるとするとどのような

知見が得られるかを検討するという形をとることとする。ちなみに結論とし

ては，言説に注目する視点は利益政治による分析を「補完」するものとはな

るが，中東欧諸国の現金給付制度の分析に際してこれらの要因に注目する特

段の必要性は認められない，ただし現金給付以外の，子育て支援や女性の就

労促進などの新しい領域における制度の整備に関しては，言説や政策に関す

るアイディアによる説明が有効となる場合があるかもしれない，ということ
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になる。

第 1節　「利益」の視点と「言説」の視点

　体制転換後に整備ないし再編された中東欧諸国の福祉枠組みに関して，比

較政治ないし政治経済的な視点からの研究が本格的に行われるようになった

のは21世紀に入ってからのことであるが，それでもこの10年ほどのあいだで，

相応の研究が蓄積されてきた。ただ中東欧諸国における福祉枠組みに関する

おもな研究は，国際金融組織（IMFや世界銀行など）や欧州連合などの国際

機関の作用に注目する議論や（Müller 1999; Orenstein 2008; Pascall and Manning 

2002; Sissenich 2002など），社会主義体制もしくはそれ以前からの歴史的経緯

が影響を与えていることを指摘する制度的な議論（Bohle and Greskovits 2012; 

Feldmann 2007; Inglot 2008など），あるいは国内のアクターの利益や資源が制度

構築に作用していることを指摘する利益政治的な議論（Müller 2004; Nelson 

2001; Vanhuysse 2009など）が中心で，本書が注目する言説や政策アイディア

の視点に依拠した研究は，これまでのところほとんど存在していなかった。

ようやく近年になって，年金制度の民営化（と「フラット・タックス」制度の

導入）に関して，政策アイディアの拡散が地域全体における制度の導入と連

関していることを指摘するアペルとオレンシュタインの議論や（Appel and 

Orenstein 2013），2000年代におけるポーランド，ハンガリー，およびルーマ

ニアの家族政策の変化を市民組織など新しいアクターの登場と関連させて検

討し，そのなかで新しいアイディアがアクター間の議論を通していかに政策

に取り込まれたか（もしくは取り込まれなかったか）を比較したイングロット

らの研究（Inglot, Szikra and Rat， 2012）などが公刊されたにすぎない。

　ではなぜ，中東欧の福祉枠組みは言説や政策アイディアの視点から検討さ

れることが少ないのか。そのおもな理由としては，この諸国の福祉枠組みの

構築に関しては，とくに言説やアイディアという新しい道具を用いなくとも，
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過去の歴史的経緯の作用と現在のアクターの利益に基づく政治過程とを組み

合わせることで，おおむね説明が可能であるということがある（仙石 2011a

など）。そこで本章でも，今回取り上げる現金給付制度についても利益の視

点で説明が可能であることをまず示したうえで，その後で政治の場における

言説の使われ方に注目することで何らかの新たな知見を導くことができるか

どうかについて検討していく，という形をとることとしたい。

　なお対象とする現金給付制度であるが，本章では税金により拠出され対象

となるすべての人に支給される，最低生活を保障するための給付制度（最低

生活保障給付）と子どもの養育を支援するための給付（子ども手当）のふたつ

を取り上げることとする。ここでこれらの制度を取り上げる理由としては，

中東欧諸国における主要な現金給付がこのふたつであることや，本書の（エ

チオピアをのぞく）他の章では最低生活保障給付もしくは子ども手当のいず

れかが取り上げられていることで，これらのケースと比較を行うことが可能

となるということももちろんあるが，より積極的な理由として，中東欧諸国

ではこの 2種類の現金給付には一定の結び付きがあるということがある。具

体的には，現在の中東欧諸国における貧困世帯の多くは「多子世帯」もしく

は「ひとり親世帯」であり，そのために一般的な貧困率と子どもがいる世帯

の貧困率とのあいだには正の関係がある（図6-1）。そしてまたそれゆえに，

家族に対する給付と貧困世帯に対する給付とは時として結び付けられ，そこ

から子ども手当が貧困対策として活用される，もしくは逆に，子どもがいる

「健全な」家庭を支援するために現金給付を削減して税控除などを重視する

といった施策がとられることもある⑶。このような理由から，本章では上の

2種類の現金給付制度に注目することとしたい。

　本章の議論は以下のとおりである。続く第 2節においては，ホイザーマン

がまとめた福祉における新しい政党政治の枠組みを整理した上で，これを基

に政党の政策指向と現金給付（最低生活保障給付および子ども手当）に対する

態度との連関を説明する枠組みを提起する。次いで第 3節では，この政党政

治の枠組みを利用することで，ヴィシェグラード 4カ国における現金給付制
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度の現状およびその国ごとのちがいをおおむね説明できること，つまり「利

益」の視点で現在の制度のあり方を分析することが可能であることを示して

いく。そのうえで第 4節において，ポーランドとチェコの事例を基に，人口

危機という言説が両国における家族関連の現金給付の拡充に際してどのよう

に用いられたかを比較する。ここではこの 2カ国において，十分な議席を有

していない政党が言説を利用して広範な範囲の政党の支持を取り付け，自ら

の追求する政策を実現させたものの，この合意が政党政治において基軸とな

る対立を越えることはなく，いずれの事例においても政権が交代すると政策

の方向性が大きく変更されたことで，言説が政党政治の枠を越えた動きに結

び付くという事態はこれまでのところ生じていないということを明らかにす

る。この議論をふまえて最後に，言説の視点で中東欧諸国の既存の現金給付

制度の展開を説明することには限界があるものの，それは言説や政策アイデ

ィアに依拠する視点がまったく利用できないということを意味するわけでは

ないことをあわせて指摘しておく。

図6-1　各国の全体的な貧困率と子どもがいる世帯の貧困率の相関（2012年）

（出所）　Eurostatより筆者作成。
（注）　ここでの「貧困率」は，世帯所得が各国の可処分所得の中間値（メディアン）の60パーセ
ント以下である世帯の比率を指す。
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第 2 節　 現金給付制度と政党政治

　現金給付制度と政党政治との連関を検討するための枠組みについて，本章

では「新しい福祉政治」の視点から現在の福祉国家の変容の方向性に関する

類型を提起した，ホイザーマンの議論を利用することとしたい（Häusermann 

2012）。ホイザーマンは現在の福祉国家の変容について，一般にいわれるよ

うな「産業化の時期の福祉国家」から「ポスト産業化の時期の福祉国家」へ

の転換という包括的な議論ではその特質を把握することは困難であることを

指摘したうえで，福祉国家の変容については抽象的な観念論ではなく，具体

的な政策の変化の方向に注目した議論を行う必要があることを提起した。こ

の点についてホイザーマンは，社会政策には正規雇用の労働者に対して所得

および雇用を保障することを目的とする「古い社会政策」と，非正規雇用者

やワーキングプア，ひとり親世帯や高齢者のみの世帯，あるいは労働市場に

参加できない若年層や低学歴層など従来の「古い社会政策」ではカバーでき

ない社会層に対して，労働市場への参入・復帰を支援したり，あるいは労働

そのものが困難な場合に必要に応じた支援・保護を与えたりすることを目的

とする「新しい社会政策」があるが，従来の福祉国家はその形式のちがいこ

そあれ基本的に「古い社会政策」に対応するための制度を整備していたのに

対して，現在の福祉国家は，これまでの「古い社会政策」を維持するかそれ

とも縮小するか，および現在必要度が高まりつつある「新しい社会政策」を

拡充するかしないかというふたつの選択に直面していること，およびそこか

ら現在の福祉国家の変化のパターンには（変化しないという場合も含めて） 4

つの方向性があることを整理した（Häusermann 2012, 113-118）。そのパター

ンは，表6-1に示したとおりである。

　つぎにホイザーマンは，現在の主要な政党の指向性をこの政策変化のパ

ターンと連携させて，以下の 4つのグループに類型化した。
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⑴　中間層や女性，若年層，非正規雇用層，あるいは少数派を対象として，

従来の労働者の保護以上に新しい社会政策を重視する「新左派」。

⑵　従来の正規雇用されている労働者（特に「稼ぎ手」となる男性労働者）の

権利保護を優先し，新しい社会政策には関心を有さない「旧左派」。

⑶　基本的に福祉の拡充には反対だが，新しい社会政策のうち労働者の商品

化を進めるアクティベーションは支持する「経営者・リベラル」。

⑷　再配分には多少の関心を有するが，行き過ぎた格差の是正には反対する

「保守」。

　この 4つのグループは，問題となるイシューによってそれぞれの政党の立

ち位置が異なっている一方で，現在のヨーロッパではどの国でも連立政権が

常態となっていることから，いずれのグループも単独で自らの政策を実現で

きる可能性は低くなっている。そのため自らの政策実現のためには，いずれ

の政党も政策の「パッケージ化」によって他の政党と妥協ないし協力をする

必要がある。その結果として現在の福祉政党政治においては，単純な右派対

左派という構図とは異なる，多次元的な構造がみられるようになっている。

具体的には，新旧の左派であれば古い社会政策の維持ないし拡充で，新左派

とリベラルはアクティベーションの促進で，リベラルと保守は福祉削減でそ

れぞれ連携する可能性がある。そのために何がイシューとなるかによって異

なる形の連携が現れる可能性が高く，またそれゆえにイシューの変化にとも

表6-1　現在の福祉国家改編の方向性

古い社会政策の維持 古い社会政策の削減

新しい社会政策の拡充
「福祉拡充」
従来の福祉を維持しつつ，新しい社
会政策も拡大

「フレクシキュリティ」
従来の福祉を削減し，その分雇用拡
大や福祉のターゲット化を追求

新しい社会政策の軽視
「福祉保護主義」
従来の福祉の維持のみ追求し，新し
い社会政策には取り組まず

「福祉削減」
従来の福祉を削減し，新しい政策も
実施せず

（出所）　Häusermann（2012, 117）の Figure 6.1をもとに筆者作成。
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ない， 1度形成された連携が解消されることもおこりえる⑷。そしてイシ

ューとなる事項は国により異なることから，政党の連携の形も国ごとに異な

ることとなり，それが最終的には国ごとの制度の相違として現れることとな

る（Häusermann 2012, 121-122）。

　このホイザーマンの視点を，今回対象とする最低生活保障給付および子ど

も手当に関して当てはめると，おおむね以下のような状況を考えることがで

きる。

⑴　「新左派」低所得層を支援する最低生活保障給付と次世代育成を支援す

る子ども手当のいずれも新しい社会政策の方向性に沿うもので，積極的に

拡充を求める。

⑵　「旧左派」最低生活保障給付は労働者が失業した際などのセーフティネ

ットとしてその必要性は認めるものの，その拡張が現在の労働者の福祉削

減を伴うものとなる場合には抵抗することがある。他方で子ども手当につ

いては，女性の就労を促進させるアクティベーション策とは異なり，世帯

の収入を安定化させ女性を労働市場から家庭に戻す作用を有することから，

その導入を支持する可能性が高い。

⑶　「経営者・リベラル」最低生活保障給付および子ども手当のいずれも，

給付の削減および対象の限定化を追求する。あわせて最低生活給付に関し

て，就労インセンティヴを強める制度の導入を求める。

⑷　「保守」宗教やナショナリズムの視点から「家族」を支援する子ども手

当の拡充は支持する可能性が高いが，最低生活保障給付に関しては補完性

原理や自助努力の視点から，リベラルと同様に給付削減や就労義務の強化

を求める傾向がある。

　この視点からみると，子ども手当に関しては新左派，旧左派に加えて保守

もその導入および拡充を求める可能性があるのに対して，最低生活保障に関

してはその拡充を追求するのが新左派のみであることから，子ども手当は何
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らかの形での政党間の連携が成立すればその拡充が図られる可能性が高いの

に対して，最低生活保障は新左派が多数派にならないかぎりこれが拡充され

る可能性は低いと想定することができる。次節ではこの視点を基に，ヴィシ

ェグラード 4カ国における主要政党の指向性および政党間の連携関係と現金

給付制度との関係をみていくこととしたい。

第 3節　 中東欧 4カ国における現金給付制度と政党政治との
連関

　ヴィシェグラード諸国における政党の指向性および連携関係と，その結果

として形成された現金給付制度との連関をみるためには，まず各国の主要な

政党の福祉に対する指向および政党間の連携の形について，明確にしておく

必要がある。ここで政党の方向性（旧左派・新左派・リベラル・保守）を確認

する手段として本章では，ベルリンの社会科学研究センターの「マニフェス

トプロジェクト」により作成された，主要な先進国およびポスト社会主義国

における選挙の際のマニフェストをコード化し，それをもとに政党のさまざ

まな政策に関する指向および立ち位置を数値化した『マニフェストプロジェ

クトデータベース』（Volkens et al. 2013）のデータを利用することとしたい。

ちなみにこのデータベースにおいては個別の政策に関する指向性の強さのほ

か，各政党の左右位置や福祉および市場経済への指向，あるいはヨーロッパ

指向なども複数の数値を合計する形で数値が算出されているが，今回は単純

な左右軸ではなく「新左派」，「旧左派」，「経営・リベラル」，「保守」という，

このデータベースでは取り上げられていない新たなグループ化が必要となる

ことから，政策としてあげられているもののなかでそれぞれのグループが重

視する政策に注目し，その指標が高ければこの政策を重視している（＝その

グループの政党に近くなる）という形でマニフェストに現れた各政党の特質を

抜き出し，これを政党の方向性として近似的にとらえることとしたい。重視
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する政策（データベースにおける指標）は，それぞれ以下のとおりである（以

下の perXXXは，マニフェストデータベースにおける指標コードを示している。

なお数値にばらつきが出ないように全グループ 8 項目で統一している）。

⑴　リベラル： 企業の自由活動重視（per401），企業インセンティヴの強化

重視（per402），保護主義に反対（per407），生産性重視（per410），技術・

インフラ整備重視（per411），福祉制限指向（per505），労働者と対抗

（per702），中間層・専門職指向（per704）

⑵　保守： 政治的権威重視（per305），古典的経済指向（per414），福祉制限

指向（per505），ナショナリズム重視（per601），伝統的モラル重視（per603），

法と秩序重視（per605），マルチカルチュラリズムに反対（per608），農民

重視（per703）

⑶　古い左派： 市場の規制を重視（per403），計画経済指向（per404），コー

ポラティズム重視（per405），経済への国家介入（per412），国有化指向

（per413），マルクス主義指向（per415），福祉重視（per504），労働者指向

（per701）

⑷　新しい左派： 成長指向経済に反対（per416），環境保護（per50），社会的

公正を重視（per503），教育の拡充（per506），ナショナリズムに反対

（per602），伝統的モラルに反対（per604），マルチカルチュラリズム重視

（per607），少数派を重視（per705）

　これらの指標を元にヴィシェグラード諸国において2000年代に実施された

選挙における議席獲得政党の政策指向を検討し，これとそれぞれの選挙にお

ける得票率を合わせて示したのが表6-2aから6-2dである。以下これを基に，

各国の主要政党の方向性，および各国における政党の連携関係・対抗軸を概

観していくこととしたい。

　現在のヴィシェグラード諸国における政党システムは，ハンガリーが実質

的な二大政党制で，それ以外の国もおおむね 3から 5の主要政党が大まかな
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表6-2a　 チェコ主要政党の2000年代の選挙マニフェストにみる政党指向性お
よびでの得票率

（％）
リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率2）

2002年
選挙

社会民主党1） 16.4 12.8 26.1 11.1 30.2
市民民主党 8.8 31.6 3.6 6.1 24.5
共産党 10.3 15.0 20.6 12.1 18.5
カトリック連合1） 16.0 20.1 11.2 12.2 14.3

2006年
選挙

市民民主党1） 18.4 20.1 5.3 11.2 35.4
社会民主党 19.3 11.6 15.6 19.9 32.3
共産党 8.6 14.5 26.8 16.4 12.8
キリスト教民主同盟1） 13.3 21.0 11.0 13.9 7.2
緑の党1） 14.1 13.6 12.0 23.7 6.3

2010年
選挙

社会民主党 8.7 16.4 16.0 15.3 22.1
市民民主党1） 13.9 17.7 6.9 9.0 20.2
TOP091） 16.1 20.1 8.9 12.1 16.7
共産党 5.1 16.0 26.5 12.4 11.3
「公共」1） 10.3 17.2 8.8 8.5 10.9

（出所）　各政党の政党指向性は本文を参照。選挙得票率はスラブ・ユーラシア研究センタ
ーの「中東欧・旧ソ連諸国の選挙データ」ウェブサイト（http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/

election_europe/index.html）より筆者作成。
（注）　1）は政権与党もしくは閣外協力政党（政権途中で離脱もしくは途中から参加の事
例を含む。

　2）下院での得票率を記載している。

2 大ブロックに分かれているという点では近い状況にあるが⑸，政党の政策

指向および政党間の連携のあり方については，国ごとに明確な相違がある。

　まずチェコに関しては，基本的には旧左派指向の社会民主党とリベラルお

よび保守指向の市民民主党の対抗関係が軸となっている。ただしキリスト教

系の政党はこの両者のいずれとも連携することが可能なことから，基本的に

「リベラルと保守」か「旧左派と保守」という連携軸が形成されている。

　ハンガリーに関しては，選挙制度が小選挙区比例代表並立制で，かつ全体

の半数ほどの議席が小選挙区から選出されることもあり⑹，社会主義期の支

配政党の後継政党で新左派と旧左派の両方の指向性を有する社会党と，選挙

のたびに保守・ナショナリズム指向を強めている「フィデス」による実質的



第 6章　中東欧諸国の現金給付制度　207

表6-2b　 ハンガリー主要政党の2000年代の選挙マニフェストにみる政党指向
性および選挙での得票率

 （％）
リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率2）

2002年
選挙

社会党1） 18.2 18.2 30.3 7.1 42.1
フィデス 20.2 16.1 9.0 10.0 41.1
自由民主連盟1） 9.8 16.2 8.3 20.0 5.6

2006年
選挙

社会党1） 14.8 15.4 16.3 24.4 43.2
フィデス 18.1 20.5 28.0 18.4 42.0
自由民主連盟1） 24.2 15.1 6.1 25.5 6.5
民主フォーラム 21.1 20.3 14.4 11.7 5.0

2010年
選挙

フィデス1） 12.9 22.7 30.5 10.6 52.7
社会党 21.0 14.1 25.1 16.9 19.3
ヨッビク 8.9 27.9 16.3 10.0 16.7

（出所）　表6-2aに同じ。
（注）　1）は政権与党もしくは閣外協力政党（政権途中で離脱もしくは途中から参加の事
例を含む）。
　2)　ハンガリーは一院制だが，選挙制度は小選挙区比例代表並立制のため，ここでは比
例区の得票率を記載している。

表6-2c　 ポーランド主要政党の2000年代の選挙マニフェストにみる政党指向性
および選挙での得票率

（％）
リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率3）

2001年
選挙

民主左派同盟1） 13.7 15.2 12.0 13.3 41.0
市民プラットフォーム 16.6 19.6 16.8 17.3 12.7
自衛 15.8 21.1 22.8 8.8 10.2
法と正義 10.5 24.4 13.9 6.9 9.5
農民党1） 2.6 50.4 5.1 8.5 9.0
家族連盟 16.0 36.0 2.7 4.0 7.9

2005年
選挙

法と正義1） 10.9 25.2 17.9 12.1 27.0
市民プラットフォーム 12.7 28.9 15.7 19.0 24.1
自衛1） 11.1 23.2 20.7 12.1 11.4
民主左派同盟 12.4 19.4 15.3 20.6 11.3
家族連盟1） 19.6 31.5 11.3 7.7 8.0
農民党 7.9 23.6 8.4 14.3 7.0
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表6-2d　 スロヴァキア主要政党の2000年代の選挙マニフェストにみる政党指向性
および選挙での得票率

 （％）
リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率

2002年
選挙

民主スロヴァキア運動 9.9 22.5 9.7 9.4 19.5
民主・キリスト教連合1） 15.8 31.9 4.8 6.5 15.1
スメル 15.8 28.5 9.8 6.6 13.5
ハンガリー人連立1） 13.3 10.3 10.3 14.8 11.2
キリスト教民主運動1） 9.2 31.1 5.5 6.6 8.3
新市民同盟1） 13.4 16.3 5.3 6.5 8.0
共産党 5.7 19.3 16.4 7.5 6.3

2006年
選挙

スメル =社会民主1） 13.2 11.0 30.6 22.4 29.1
民主・キリスト教連合 12.4 19.9 7.9 20.6 18.4
国民党1） 10.3 23.9 14.4 13.4 11.7
ハンガリー人連立 8.1 13.5 12.5 22.7 11.7
人民党 =民主スロヴァキア
運動1） 15.3 19.6 10.9 22.4 8.8

キリスト教民主運動 9.0 40.5 11.8 9.8 8.3

表6-2c　つづき

リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率3）

2007年
選挙

市民プラットフォーム1） 12.5 17.8 12.8 6.6 41.5
法と正義 16.9 20.4 9.3 4.7 32.1
左派と民主主義2） 8.7 11.2 9.8 17.1 13.2
農民党1） 10.3 11.5 12.1 14.4 8.9

2011年
選挙

市民プラットフォーム1） 16.8 15.3 13.5 14.7 39.2
法と正義 9.4 31.0 11.0 11.3 29.9
パリコト運動 5.3 10.2 0.0 29.0 10.2
農民党1） 7.2 44.3 7.7 14.5 8.4
民主左派同盟 14.4 14.2 10.6 21.2 8.2

（出所）　表6-2aに同じ。
（注）　1）は政権与党もしくは閣外協力政党（政権途中で離脱もしくは途中から参加の事例
を含む）。

　2） 2007年の選挙では民主左派同盟，民主党，労働連合，およびポーランド社会民主主義
の 4党が合同で選挙連合「左派と民主主義」を形成して選挙に参加した。

　3）下院での得票率を記載している。
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な二大政党制が形成されているが，リベラル政党の自由民主同盟がフィデス

を忌避し社会党と連携することが多いことから，ここでは「左派・リベラ

ル」対「保守」という対抗軸が形成されてきた。

　ポーランドにおいては，2000年代初頭までは共産党の後継政党でやや新左

派的な民主左派同盟と，社会主義期に形成された自主管理労働組合「連帯」

に出自を有する保守およびリベラル諸政党とが対抗していた。だが民主左派

同盟は2001年から2005年の与党の時期に，ネオリベラル的な緊縮財政策や福

祉削減を実施したことに加えて大規模な汚職事件への関与が発覚したことで

有権者の支持を喪失し，以後は政権獲得が困難となっている。その結果2005

年の選挙以後は，保守でナショナリストおよびキリスト教指向の「法と正

義」と，リベラル指向が相対的に強い「市民プラットフォーム」との対抗関

係が政党政治の軸となっている。そして政党の連携としては，法と正義には

キリスト教系の政党やポピュリスト系の政党が，市民プラットフォームには

中道保守の農民党が結び付いてきたことから，近年のポーランドでは，「ナ

表6-2d　つづき

リベラル 保守 旧左派 新左派 選挙得票率

2010年
選挙

スメル =社会民主 14.7 15.7 28.0 16.9 34.8
民主・キリスト教連合1） 20.4 24.9 17.1 19.8 15.4
「自由と連帯」1） 26.1 29.4 2.9 15.6 12.2
キリスト教民主運動1） 14.3 27.0 8.0 25.8 8.5
「橋」1） 22.4 18.4 7.4 24.9 8.1
国民党 25.9 27.9 5.4 20.0 5.1

2012年
選挙

スメル =社会民主1） 14.9 15.1 21.8 20.7 44.4
キリスト教民主運動 20.9 26.7 9.9 20.4 8.8
「普通の人々」 13.0 20.6 4.6 29.9 8.6
「橋」 14.8 18.8 18.1 30.2 6.9
民主・キリスト教連合 22.0 24.1 15.2 18.1 6.1
「自由と連帯」 29.0 23.5 3.6 17.2 5.9

（出所）　表6-2aに同じ。
（注）　1）は政権与党もしくは閣外協力政党（政権途中で離脱もしくは途中から参加の事例を含
む）。
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ショナリスト・キリスト教重視の保守」と「リベラルおよび穏健保守」とい

う組みあわせが連携の中心となっている。

　最後にスロヴァキアに関しては，他の諸国より政党のヴォラティリティ

（変移性）が高く選挙ごとに異なる政党が現れることが多いものの，それで

も2000年代に関しては労働組合と結びついた旧左派指向の「スメル」（2004

年以降「スメル =社会民主」，ただし以下，スメル）と，保守およびリベラルの

傾向が強い「スロヴァキア民主・キリスト教連合 =民主党」（以下，民主・

キリスト教連合）のいずれかを軸とした政権が形成されていること，ただし

スロヴァキアの場合，保守のうち国家主義の指向が強い政党（国民党や人民

党 =民主スロヴァキア運動など）は，経済や福祉の領域における国の関与を

重視するという点で旧左派と連携する場合があることから（Wientzek and 

Meyer 2009, 471），ここでは「旧左派（・ナショナリスト保守）」対「リベラ

ル・保守」という対立軸が現れている。

　ではこのような政党間の対抗関係と，各国における最低生活保障給付およ

び子ども手当の制度との関係はどのようになっているのか。この点をみるた

めに，まずは現在の制度の概要を整理しておく（表6-3aおよび6-3bを参照）。

　表6-3aには各国の最低生活保障制度の概要をまとめている。ヴィシェグ

ラード諸国の場合明確な「新左派」指向の政党が十分な力を有していないこ

ともあり⑺，どの国の最低生活保障給付も限定的なものとなっているが，そ

のなかでもハンガリーの現役世代向けの制度はとくに条件が厳しいものとな

っている⑻。表6-3bには子ども手当の概要を整理しているが，こちらについ

てはすべての子どもがいる世帯が対象となり，かつ支給水準の高いハンガ

リー，子どものいる世帯すべてが対象となるが支給水準の低いスロヴァキア，

そして支給には所得制限があるチェコとポーランドという形の相違がみられ

る。ではこの相違は，各国の政党政治とどのように関連しているのか。以下

それぞれの事例について，簡単に検討していくこととしたい。

　まずチェコについてであるが，連邦解体後のチェコにおいては，リベラル

と旧左派のあいだで政権交代が行われてきたこともあり，政権が交代すると
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表6-3a　ヴィシェグラード 4カ国の最低生活保障給付

チェコ ハンガリー1） ポーランド スロヴァキア

支給条件
（ 1カ月当たり）

十分な所得がないと判
断された場合（個別条
件で決定）

月の世帯所得が最低
年金額の90％（€86）
を下回る場合

月の所得が単身者は
€130，家族は一人
当たり€109を下回
る場合

月の所得が世帯 1人目
で€198.09， 2 人目以
降は€138.19，子ども
1人当たり€90.42で計
算した所得を下回る場
合

支給額
（ 1カ月当たり）

世帯 1人目が€114，
2 人目から€103，子
は年齢で99€63～€89

€77
最高給付額€127と，
実際の所得の差（最
低€7.2）

世帯構成と子の数によ
り，€61.6～€216.1

就労要件

○
（指定された仕事を行
わない場合支給額は大
幅減額）

職業紹介機関との協
力を 1年以上継続し
た後に初めて支給

△
（義務ではないが指
導に従わないと支給
取り消しの場合も）

○

他給付との重複
可，ただしそれらの給
付も所得基準となる

家族給付のみ可 年金と失業給付は可 不可

支給水準2）（％） 35.0 11.1 18.8 20.2
就労可能年齢層
受給率（％）

1.1 3.3 3.1 5.7

（出所）　MISSOCデータベースより筆者作成，ただし支給水準については Eurostatの値を基に
筆者計算，就労可能年齢層の受給率については Bhale, Hubl and Pfeifer（2011, 218）の Table 4
より。

（注）　金額は比較のため，MISSOCによるユーロ相当額としている（ユーロを導入しているス
ロヴァキアは実際の支給額）。

　1） ハンガリーは高齢者向けと就労可能年齢向けの制度が別個に存在する。ここに記載してい
るのは後者の制度。

　2） 4 人家族，稼ぎ手 1人，子ども 2人の場合の受給額の，全国平均の純可処分所得に対する
比率（2013年）。

そのたびに福祉の方向性も変化してきた（Ripka and Mareš 2009, 103）。一般に

リベラル系の政権は，現金給付を含む福祉についてはその削減を実施するこ

とが一般的で，これまでも1995年の子ども手当における所得制限の導入や，

あるいは2006年の最低生活保障制度の改定などを実施してきた。とくに2006

年の最低生活保障制度改革に際しては，「すべての働く人が，働いていない

人，あるいは就労を回避する人より，よりよい生活ができるように」という
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スローガンのもと，本人が提供された職に就職もしくは指定された公共就労

プログラムに参加しない場合，あるいは子どもを修学させる意思がない場合

には支給額の大幅削減もしくは支給打切りが行われる制度が導入された。こ

の時には同時に，全体的な給付額や給付水準の引下げも行われたために，最

低生活保障給付の受給者および受給額は大幅に削減された（仙石 2011b, 181，

Bahle, Hubland and Pfeifer 2011, 66-68）。他方で男性労働者の利益を追求する旧

左派の社会民主党は伝統的家族を重視するキリスト教系の政党とも協力しつ

つ，両者の思惑が一致する労働者向けの社会保障制度の整備や子ども手当の

拡充などを実施してきた（Kocourková 2011, 56-7）（第 4節も参照）。ただし子

ども手当の所得制限については，これが男性と比べて相対的に賃金の低い女

性を家庭に回帰させる効果があることから（Ripka and Mareš 2009, 112; Szikra 

表6-3b　ヴィシェグラード 4カ国の子ども手当制度（子ども 1人当たり）

チェコ ハンガリー ポーランド スロヴァキア
上限年齢1） 15（26） 18（23） 18（21） 16（25）
所得制限
（世帯所得）

最低生活基準2）の
2.4倍以下

なし
世帯 1人当たり
€124以下3） なし

支給額
€18（ 6 歳まで）
€22（ 6 ～14歳）
€25（15歳以上）

子の数，障害の有無，
1人親か否かで変動
（€41～€87）

€18（ 4 歳まで）
€25（ 5 ～17歳）
€28（18歳以上）

一律
€23.52

支給水準4）

（％）
2.4 6.5 4.2 3.0 

（出所）　MISSOCデータベースより筆者作成，ただし支給水準については Eurostatの値を基に
筆者計算。

（注）　金額は比較のためユーロ相当額としている（ユーロを導入しているスロヴァキアは実際
の支給額）。
　1）かっこ内は所定の年齢を超えて学業を継続した場合などに支給される場合の上限年齢。
　2） 毎年計算されるが，2014年は単身者124ユーロ，家族は成年 1人目114ユーロ， 2人目から

103ユーロ，子どもは年齢により63～89ユーロを合計した額。夫婦と 6歳までの子ども 2人
の場合，343ユーロ相当（全国平均の純可処分所得の34パーセント程度）となる。

　3） おおむね全国平均の純可処分所得の18.3パーセント（世帯人数が夫婦と子ども 2人の場合
この 4倍となる）。

　4） 1 人当たりの手当（変動がある場合最高額）の，全国平均の純可処分所得に対する比率
（2013年）。ハンガリーに関しては，両親と子ども 2人の世帯の場合の 1人分で計算。
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and Tomka 2009, 30-31），所得制限を廃止し手当を普遍化することは追求しな

かった。このような状況から，チェコでは低水準の最低生活保障と所得制限

のある子ども手当という組み合わせが現れることとなる。

　ポーランドはチェコと同様の給付制度を有しているが，制度形成の背景に

ある政党の連携関係はチェコとは異なっている。体制転換の後に導入された

子ども手当および最低生活保障給付は，もともといずれも高い水準のもので

はなかったが，2000年代の前半に政権を担当した民主左派同盟は，財政赤字

の削減を目的としてこれらの制度をさらに選別的なものへと修正した。まず

2003年には子ども手当制度を，従来の家族・子どもを広く支援するという制

度から低所得層の家族を重点的に支援する制度へと変更し，所得制限の引き

下げや支給額の引き下げを実施したほか，子ども手当を受給していること

（つまり所得が一定額以下であること）をそれ以外のひとり親手当や育児休暇

手当などの関連する付加手当を受けるための条件とすることとした（仙

石 2007, 175-177，Inglot, Szikra and Rat， 2012, 29）。次いで2004年には最低給付

制度に関して，金銭的支援から自立支援のためのサービス提供という方向で

の制度改編が実施され，自立のためのソーシャルワーカーとの協力を拒否し

た場合には給付が削減されるという制度も導入された（Bahle, Hubland and 

Pfeifer 2011, 119-120）⑼。民主左派同盟はもともとは新左派的な指向が強かっ

たものの，先に述べたようにこの時期には財政危機問題や EU加盟への対応

などからネオリベラル的な緊縮財政策を実施していたためにこのような制度

変革を行ったが，そのことが民主左派同盟への支持を弱める一因となった

（仙石 2013, 185）。他方で左派政権が給付の大幅な削減を行った結果，2005年

以降のリベラルと保守の対抗関係のなかでは，現金給付というイシューが政

治的な対抗軸とはならなくなっている。2006年に当時の与党であった保守系

の法と正義が，政権のパートナーであるキリスト教原理主義的な政党の「家

族同盟」の意向を受ける形で低所得者向けの家族手当の増額や出産一時金の

導入などを実施したというようなケースはあるものの（第 4節を参照）これ

は一時的な例外で，2007年以降現在まで続いている市民プラットフォームと
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農民党の連立政権では，子ども手当と最低生活保障の拡充についてはほとん

ど議論されていない⑽。

　スロヴァキアにおいては，1998年まで政権の座にあった「民主スロヴァキ

ア運動」は権威主義的・国家主義的指向が強い政党であったが，それゆえに

経済における国家の役割を強調していて，福祉に関しても相対的に寛大な給

付を行う仕組みを導入していた。だが1998年の政権交代により成立したズリ

ンダ（Mikuláš Dzurinda）を首班とする連立政権は，福祉において市場の役割

を強化するという観点から，各種の給付の削減を進めたが，2002年の選挙後

に保守・リベラル系の政党主体の第 2次ズリンダ政権が成立すると，制度そ

のものがよりネオリベラル的なものへと変革されることとなった（仙

石 2013, 182-183；林 2013）。最低生活保障給付に関しては，当初は世帯の所

得のみを条件とする現金給付制度が存在していたが，1998年には給付事由が

長期失業や理由なき離職の場合には支給比率が引き下げられる一方で，就労

しているが収入が低い場合には支給比率が引き上げられるという形に制度が

変更された。さらに2004年には，給付水準のさらなる引き下げと支給条件の

厳格化が実施され，併せて就労インセンティヴを強化する制度も導入された

（Bahle, Hubland and Pfeifer 2011, 129-132）。他方の子ども手当に関しては，ズ

リンダ政権は支給額こそ削減したものの，国内の抵抗から所得制限の導入は

実施することができず（Inglot 2009, 92），そのために支給水準は高くはない

がすべての世帯を対象とする子ども手当の制度が現在も存続している。なお

スロヴァキアの場合，対抗勢力となるのは旧左派指向のスメルであるが，ス

メルは政権をとると医療保険や年金など労働者にかかわる社会保障制度のリ

ベラル化に対してはこれを修正する動きをみせてきたものの，子ども手当や

最低生活保障給付に関しては強い関心を有しておらず，そのためにポーラン

ドとは異なる経緯ではあるが，水準が引き下げられた制度がそのまま存続し

ている。

　最後のハンガリーに関しては，二大政党の一方となる社会党は時期ごとに

政策の指向性に変動があるのに対して，他方のフィデスは基本的に選挙ごと
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に保守指向を強めているという状況にある。この点が反映されているのが，

子ども手当の変遷である。当初子ども手当は普遍的な手当として導入された

が，社会党は経済危機への対処のために1996年から所得制限を導入した。次

のフィデス政権は所得制限を廃止し再度子ども手当を普遍化したが，その後

政権に復帰した社会党は，2000年代中期には格差や貧困の解消，あるいは女

性の就労を重視する新左派的な傾向を示していたこともあり，今度は貧困対

策および子育て支援のために子ども手当の普遍性を維持したのみならずこれ

を増額する施策を実施し（Tausz 2009, 252-253），これは次のフィデス政権にも

受け継がれている⑾。このようにハンガリーでは，フィデスが一貫して家族

手当を重視するという立場をとる一方で，社会党の側も家族手当そのものに

は反対しないことが通例であることから，他の諸国と異なり充実した子ども

手当の制度が整備されることとなる（Goven 2000）。他方の最低生活保障に関

して，フィデスは一貫して，手当を必要とする層は最もそれに値しない層で

あるという立場を明確にしていたことから（Goven 2000, 296-299）⑿，貧困対

策の整備は社会党の意向がポイントとなっていた。ここで社会党は，先に挙

げた子ども手当の拡充を進めていたのと同じ時期に貧困対策にも取り組み，

その過程で2006年には，それ以前は最低生活保障制度の対象外となっていた

就労可能な現役世代に対して，アクティベーションの要素が非常に強くまた

不十分な点が多いものではあるものの，新たな生活支援のための制度を導入

した（Tausz 2009, 255; Bahle, Hubland and Pfeifer 2011, 98-99）。だがこちらにつ

いてもその後の社会党の政策変更，およびフィデスへの再度の政権交代もあ

り，これ以上の制度の整備が進められないままの状態にある。

　ここまでの議論をまとめたものが表6-4である。これをみるとヴィシェグ

ラード諸国の場合，現在の現金給付制度のあり方はおおむね，各国における

政党政治の展開と結び付いているとみることができる。ではこのような利

益・政党を軸とする見方に対して，言説を利用した見方を用いると新たな知

見が得られるであろうか。次節ではポーランドとチェコにおける家族に対す

る現金給付を対象として，この点を検討していく。
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第 4 節　家族に対する現金給付をめぐる言説

　本書の序章においても整理されているように，現在の福祉政治分析ではさ

まざまな形で，アクターの言説や政策アイディアに着目して，各国における

制度の形成や転換を説明する試みが増えてきている⒀。だが第 1節でも述べ

たように，中東欧の福祉政治を言説やアイディアの視点から検討した研究は

これまでのところほとんど存在していない。そこで本章ではひとつの試みと

して，議会で十分な議席を有していない政党が，言説を軸として指向性の異

なる他の政党と提携し自ら追求する現金給付の拡充を実現したが，その言説

が従来の政党の連携関係を越えて受け入れられることはなく，最終的に政権

の交代で給付の拡充が抑制されることとなったという点で同じような経緯を

たどった，ポーランドとチェコの家族に対する現金給付を事例として，言説

に焦点を当ててこのプロセスを比較していくこととしたい。

　まずポーランドの事例である。ポーランドでは2005年 9 月の選挙において，

保守系の法と正義が勝利したが，選挙後にはこれとポピュリスト系の「自

衛」および原理主義的なカトリック政党の「家族連盟」とが連携して広い範

表6-4　ヴィシェグラード 4カ国の政党連携と現金給付制度

政党連携の形 現金給付への指向性 結果としての政策

チェコ
「リベラル・保守」
「旧左派・保守」

基本的に給付削減指向
子ども手当に一定の関心

給付削減と厳格化
子ども手当の給付増額

ハンガリー
「揺れのある左派リベラル」

新左派的なときは拡充指向
そうでないときは削減の場合も

一時期子ども手当拡充＋最低
生活保障制度整備

「保守」
子ども手当に強い関心
生活保障給付には否定的

子ども手当の拡充

ポーランド
「リベラル・保守」
「保守・ナショナリスト」

いずれの給付にも関心なし
子ども手当に多少の関心

水準の低い制度の維持
子ども手当の増額

スロヴァキア
「リベラル・保守」
「旧左派（・ナショナリスト）」

基本的に給付削減指向
いずれの給付にも関心なし

給付削減と厳格化
水準の低い制度の維持

（出所）　筆者作成。
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囲の保守を取り込む政権が形成された⒁。この政権が成立した理由のひとつ

には，2005年の選挙の時期に「人口問題」がメディアで大きくとりあげられ

たということがある（Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 2005b）。ポーランドでは，

体制転換の直後までは 2以上を維持していた合計特殊出生率が1990年代に急

激に低下し，2002年には1.22という世界的にも低い水準となっていた。その

ために2005年の選挙の頃には人口が最も多かった頃と比べて50万人近く減少

しており，そこから「人口問題」が選挙におけるイシューのひとつとして取

り上げられていた。ここにおいて，マニフェストにおいて低所得の家族への

支援を表明した法と正義や，多子家庭に対する給付などの拡大を唱えた家族

連盟が一定の支持を集めたことから，選挙後にはこの 2党に指向性の近いポ

ピュリスト系政党の自衛を加える形で，ナショナリスト・ポピュリスト・カ

トリックの保守政権が形成されることとなった⒂。

　この連立政権は少数政党である家族連盟の意向を反映させる形で，前の左

派政権により削減された子ども手当の再増額や扶養控除の引き上げ，あるい

は出産一時金制度の拡充などを実施したが，このなかでもとくに出産一時金

制度の拡充に際しては「人口危機」という言説が一定の作用を果たすことと

なった。従前の出産一時金は，月額所得が504ズウォチ（2014年11月時点でお

よそ 1万7400円）以下の世帯に対して，子どもが出生した際に500ズウォチを

支給するという制度であった。だが家族連盟は，「人口危機」に対処するた

めには出生率を上げる必要があり，そのためには出産一時金を拡充させるこ

とが不可欠であるとして，出産一時金の所得制限廃止と金額の引上げ（一律

1000ズウォチに増額）を行うという案を提示した（Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej 2005a）。これに対して法と正義は，手当額の引上げには同意しつつも所

得制限は維持することを求めたが，家族連盟が同法の成立を政権信任の条件

として議員立法により家族手当法の改正案を提出すると，少数与党であった

法と正義は，政権維持のために同法案に賛成することを余儀なくされた。家

族連盟はさらにこの改正に反対していた野党の市民プラットフォームの一部

議員とも交渉を行い，低所得の世帯に対しては2000ズウォチの出産一時金
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（所得制限のない新しい出産一時金1000ズウォチ＋従前の所得制限に基づく出産一

時金1000ズウォチ）を給付するという合意を取り付け（Inglot, Szikra and Rat， 

2012, 30），最終的に与党に加えて野党の一部の支持を受けることで自らが求

めた制度の導入を実現させた⒃。このように「人口危機」という言説を活用

する形で，小政党が大政党を巻き込みながら自らの追求する政策を実現した

という事例は，政党の指向性だけでは説明できない政党の連携を言説による

説明が補完する可能性を示しているとみることはできる。

　同じような事例は，チェコでも確認することができる。チェコにおいても，

1998年から政権を担当した社会民主党は出生率の低下に危惧を抱いていたが，

社会民主党は当時少数与党であったために単独で政策を実施することが難し

く，ほかの政党の協力を必要としていた。この際に社会民主党が提携を試み

たのが，「キリスト教民主同盟 =チェコスロヴァキア人民党」（以下，キリス

ト教民主同盟）である。社会民主党は当初は，女性の社会進出や家庭におけ

るワーク・ライフ・バランスの追求などを通して出生率を上げることを追求

していたが，キリスト教民主同盟は「伝統的な家族の支援」を求める一方で

女性の就労支援に対しては消極的であるところから，社会民主党の側は「女

性の就労」というイシューを表に出さず，「家族に対する支援」という言説

を強調することで，キリスト教民主同盟の協力を取り付けることを試みた。

そしてその結果として，2001年には育児休暇制度の拡充を実現したのみなら

ず，2002年からはキリスト教民主同盟を連立与党に取り込むことで子ども手

当に加えて育児手当や出産手当制度の拡充を実現し，さらに2005年にはより

いっそうの家族に対する支援策の基盤となる「国家家族政策コンセプト」を

提起するまでに至る（Kocourková 2011, 53-57）。両者が「家族への支援」とい

う言説を通して結び付くことができた背景には，チェコの社会民主党がジェ

ンダー問題に関しては必ずしも関心が強いわけではなく，むしろ男性労働者

の利益を重視し女性を家庭に回帰させることを追求していた点で，キリスト

教系の政党と連携する余地が存在したことが作用している（仙石 2011a；中

田 2011）。だがそれでも，このふたつの政党を結び付ける際に「家族を支援
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する」という言説が作用したことは，そのとらえ方が異なるとはいえ言説が

政党の連携と政策の実施に影響を与えたとみることもできる。

　ただし「人口危機」や「家族の支援」といった言説の影響は，いずれの事

例においても既存の政党の対抗軸を越えて浸透するまでには至らなかった。

ポーランドのケースであれば，2007年の選挙の後で政権の座についたリベラ

ル系の市民プラットフォームは，現金給付となる子ども手当などの削減とア

クティベーション重視の視点からの女性の就労支援や子どもの就学前教育の

整備というリベラル的な福祉政策をすすめているし，チェコでも2006年の選

挙で政権に復帰した市民民主党は「国家家族政策コンセプト」には拘束され

ないとして，やはり子ども手当を含む家族向け給付の削減を実施している。

このような状況から考えるならば，少なくともこの 2カ国においては言説は

政治を動かす場合があるものの，それが利益を越えて新しい政党の連携を形

成するまでの有効性は有していなかったとみるのが妥当かもしれない。

　このような結論となった理由としては，ふたつの要因が考えられる。まず

中東欧諸国の多くは，ラテンアメリカやアフリカ諸国と比較して相対的に国

内の「格差」が小さく，そのためにたとえば「貧困の解消が国全体のために

なる」といった言説が，党派を超えて受け入れられる余地が小さいというこ

とがある。その一方で，中東欧諸国では社会主義体制の解体後に社会階層が

ある程度多様化し，そのなかで現金給付に関してその恩恵を受けられる層と

負担を求められる層とが分かれていることから，政党の支持者層と給付に対

する立場とがある程度結び付くようになり，その結果として違う立場の政党

を言説で説得することが難しくなっているという状況にある。このふたつの

要因のために，中東欧諸国では言説という視点により現状を説明することは

難しくなっていると考えられる。
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おわりに―「言説」の視点の可能性―

　以上の議論から，中東欧諸国における現金給付制度に関して，基本的に

「利益」（政党政治）の視点から説明が可能であり，「言説」による分析は利

益政治による議論を補完するものとはなるものの，これを用いたとしても政

党政治で説明できない知見を獲得できたり，あるいは政党政治の視点から得

られた見方を覆すような議論を提起したりする可能性は大きくはないという

ことが，確認できたと考えられる。ラテンアメリカやアフリカ諸国の場合は

国内格差が大きく，かつ貧困層が多数派であることが言説に影響力をもたせ

た可能性があるのに対して，相対的に格差が小さい一方で社会的な立場は多

様化している中東欧では，やはり自分が利益を得られるか，もしくは負担を

求められるかという直接的な動機の方が，人々を動かす力としてより大きな

作用を果たしているということになるであろうか。

　ただしここでの議論は，中東欧の福祉政治を分析する際に言説や政策アイ

ディアという視点が有効ではないということまでをも意味するものではない。

中東欧諸国における現金給付制度は基本的に社会主義期ないしそれ以前から

存在する「古典的な制度」で，制度による利益が明確にされていることで政

党政治の視点による説明が有効なものとなっている。だがこの諸国において

も，「新しい制度」の導入に関してはその制度がもたらす利益が確定してい

ないことから，言説や政策アイディアが説明力を有する可能性はある。この

点については第 1節で挙げたアペルとオレンシュタインがそれまでの東欧諸

国に存在しなかった新しい制度である「多層型年金制度」と「フラット・タ

ックス」制度の例をあげて，「多層型年金制度」については「アイディア」

がパワーを有する国際金融組織に支持されたことで中東欧全体に広がったの

に対して，「フラット・タックス」制度は国際金融組織が積極的な支持を出

さなかったにもかかわらず，右派系のシンクタンクを中心とした政策ネット

ワークにおけるアイディアの共有が「フラット・タックス」の広がりに貢献



第 6章　中東欧諸国の現金給付制度　221

したことを示したうえで，資源があればアイディアの拡散は容易になるが，

リソースが弱い場合でも政策アイディアが広がる可能性があることを指摘し

ている（Appel and Orenstein 2013）。今後従来とは異なる「新しい形」の政策

アイディアに基づく制度が形成され，それが党派もしくは国の相違を越えて

広く受容されることがあれば，その時は言説や政策アイディアによる説明が

有効となるケースもでてくるかもしれない。

　この点でひとつのヒントになると考えられるのが，ポーランドにおいて先

に挙げた法と正義を中心とする連立政権により，2007年 3 月に提起された

「家族政策プログラム」（Rząd w trosce o polskie rodziny 2007: projekt polityki 

rodzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego）の事例である。これはこの連立政権が

重視していた現金給付中心の古典的な施策とは異なり，母親の無給の育児休

暇期間を社会保障の対象とする，子どもの税控除を引き上げる，幼稚園や保

育園の規制を緩和するなど，家族政策におけるアクティベーション的な新し

い方向性を示すものであった。このプログラムのとりまとめで中心となって

いたのは，法と正義のクルジック =ロストコフスカ（Joanna Kluzik-Rostkows-

ka）労働副大臣であった。クルジック =ロストコフスカはポーランドにお

ける急進的なフェミニズムの広がりに批判的な一方で，家族連盟が主張する

ようなカトリック的ポピュリズムにも抵抗を示していて，そこから女性の権

利と家族の権利を結び付けるという新たな政策アイディアを追求していた。

また彼女は過度の論争を回避し関係者と冷静に協議するという，「過剰な言

説を抑える」戦略で，このプログラムを保守的な与党に認めさせることに成

功した。しかもこのプログラムは市民プラットフォームの求める路線とも親

和性があったことから，最終的な提言の内容は次の政権にも引き継がれるこ

ととなった（Inglot, Szikra and Rat， 2012, 30-32）。このような形で，党派を超え

て新しい政策アイディアが受け継がれ，それが広く受容されるようなことが

増えてくれば，これらを言説や政策アイディアの拡散という視点で検討する

ことが可能となるのかもしれない。

　ただし言説や政策アイディアを通して新しい制度を導入するという試みは，
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必ずしも成功するとは限らない。この点を顕著に示しているのが，チェコで

当初は労働・社会相として，のちに首相としてチェコにおいてジェンダー支

援策を追求しようとした社会民主党のシュピドラ（Vladimir Špidra）の事例で

ある。シュピドラはジェンダー平等化の政策を推進する際に，政党のイデオ

ロギーではなく，「EUの規則により男女の平等な取扱いが求められている」

という形で，ジェンダー平等に関して広い範囲の合意を得ることを追求した

が（Anderson 2013, 323），これらの大半は連立パートナーであるキリスト教

系の政党の抵抗で実現できなかったとされる（Kocourková 2011, 57）。なぜあ

る言説や政策アイディアは利益の壁に阻まれ，別の言説や政策アイディアは

利益を越えて受容されるのか。この問題について，言説や政策アイディアに

依拠する視点をとる研究は，検討をしていく必要があろう。

<付記 >

　本章は「現金給付の政治経済学」研究会への参加，および科学研
究費補助金・基盤研究 C「中東欧諸国における福祉と経済との連関
の比較分析」（2012～2014年度，課題番号24530163，研究代表者仙石学）
の成果の一部である。

〔注〕
⑴　ヴィシェグラード 4カ国とは，1991年 2 月にポーランド，ハンガリー，お
よび当時のチェコスロヴァキアの 3カ国の首脳が，ハンガリーの都市ヴィシ
ェグラードにおいて地域間協力を進めるための会合を行ったことに由来する，
現在の 4カ国の総称である。

⑵　社会主義型の福祉枠組みについては，ひとまず仙石（2012, 170-171）を参
照。
⑶　後者の一例として，ハンガリーの保守系政党の「フィデス」（FIDESZ）は，
「正しい家族」に対する支援は必要だが，福祉を受けようとする層は最もそれ
に値しない層であるとして，低所得者に対する手当の重視には抵抗するとい
う態度を示していた（Goven 2000）。なお「フィデス」は，2006年以降はキリ
スト教民主人民党と選挙連合および議会会派「フィデス -キリスト教民主人民
党」を形成しているが，以下ではこの連合に触れる必要がないため，フィデ
スと表記する。
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⑷　さらにホイザーマンは指摘していないが，男性労働者の福祉拡充および女
性の家庭回帰の追求（＝反アクティベーション）という点では，旧左派と保
守が連携することも可能である（旧左派のジェンダー性については仙石
（2011a）も参照）。後述するように，チェコでは社会民主党とキリスト教政党
の連携により，家族政策が拡充されたということもある。
⑸　なお2010年および2014年のハンガリーの選挙では，フィデスが全体の議席
の 3分の 2を確保する一党優位制となっている。

⑹　小選挙区からの選出比率は，2010年の選挙までは約45パーセント，2014年
の選挙では約53パーセントとなっている。
⑺　後述するように，ハンガリーの社会党は一時期新左派的な傾向を強め，貧
困対策を積極的に実施していた。
⑻　この最低生活保障給付についてこれまでの研究では，基本的には普遍的な
給付で所得および資産が不十分であれば資格が与えられる制度（チェコおよ
びポーランド）と，ほかの所得や給付を受けることができない場合の「最終
手段」として給付が受けられる制度（ハンガリーおよびスロヴァキア）とを
区別するものもあるが（Instituto per la Ricerca Sociale 2011, 21-23），スロヴァ
キアは受給基準は厳格なものの受給水準および現役世代の受給率はほかの国
より高いことから，ここは受給条件がとくに厳格なハンガリーとほかの 3国
とを分けることとしたい。
⑼　ただし現在のところ，ソーシャルワーカーとの協力は義務化されていない。
また表6-3aにもあるように，就労は義務化されていない。
⑽　この点を示すひとつの例として，子ども手当では所得基準額が近年まで固
定されていたことで，平均所得の上昇にともない支給対象となる世帯が550万
世帯（2004年）から300万世帯（2009年）まで減少したということがある（In-

glot, Szikra and Rat， 2012, 29）。
⑾　なお2008年の経済危機以降は，社会党は財政支出抑制のため再度子ども手
当を削減している（Inglot, Szikra and Rat， 2012, 33-34; 仙石2012, 181-182）。

⑿　フィデスは2010年の政権復帰後は再度家族政策の拡充を進めているが，そ
こでは就労している世帯に対する税控除の拡大や，低所得世帯に対する家族
手当の制限（子どもを一定日数学校に行かせない場合は給付を停止する）な
ど，明確に「中間層の家族」を重視する方向性を示している（Inglot, Szikra 

and Rat， 2012, 35）。
⒀　この方向性の議論の簡単な紹介として，ほかに宮本（2012）や加藤（2013）
なども参照のこと。
⒁　選挙直後は法と正義の少数政権に自衛と家族連盟が閣外協力するという形
をとり，2006年 5 月からは正式に両党も与党となる連立政権となった。
⒂　ポーランドの各政党のマニフェストに関しては，そのとりまとめ集である
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Słodkowska i Dołbakowska（2006）を参照。ちなみに法と正義および家族連盟
は，それぞれマニフェストで「家族」という章を設けて具体的な政策を提起
しているのに対して，「市民プラットフォーム」は「市民」という章のなかで
義務教育前の保育および教育制度の拡充を提起しているにすぎず，また民主
左派同盟はとくに家族や子どものことには言及していない。
⒃　最終的には与党 3党に加えて，野党の市民プラットフォームの132議員のう
ち76名および農民党25議員のうち16名の賛成を得て，出産一時金制度の増額
は可決された（ポーランド下院ウェブサイト参照。http://orka.sejm.gov.pl/SQL.

nsf/glosowania?OpenAgent&5&5&68）。
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